西都市男女共同参画審議会公募委員選考基準

１　趣　旨

この基準は、西都市男女共同参画審議会における公募委員選考要領（平成２０年４月１日施行）第７条の規定に基づき、公募委員選考のための基準とする。

２　基準の内容（書類審査及び面接）

（1） 審査項目

審査はそれぞれ次の項目に従って審査する。

· 書類審査

1 応募の動機

2 男女参画社会づくりのために市に望まれること

3 審議会委員としてどのような役割を担いたいか

4 総合評価

· 面接

1 市政全般に対する考え方

2 男女共同参画社会づくりに対する考え方

3 公平・公正な考え方

4 審議会に出席できるかどうか

5 委員の役割についての理解度と目的意識

（2） 評価方法

（1） の審査項目に対する評価は、次に掲げる５段階評価とする。

	評　価
	目　　　的

	　５
	非常に優れている

	　４
	優れている

	　３
	普　通

	　２
	劣っている

	　１
	非常に劣っている


（3） 選考

公募委員は、（１）の審査項目それぞれに対する（２）の評価点の合計値により選考する。
但し、公募以外の委員と合わせて委員のうち男女のいずれか一方の委員の数が総数の１０分の４に満たない場合はこれに限らない。
